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本日、診断書強要都労委の命令が出されました。命令は、年

休に対する診断書提出という会社の主張が誤りであることを

明確に指摘し、会社は団交に応じなければならないとしていま

す。われわれの全面的な勝利です。 

会社はただちに団交を開催し自らの誤りを認めよ！車両所

管理者は松井組合員に謝罪せよ！ 

 

都労委命令（主旨） 

組合員が私傷病を理由として年休を取得する際の診

断書の取扱いについて団交の申し入れがあった場合に

は、これまでの解説書等の内容とは異なる会社の基本協

約や就業規則等の解釈について、その異なる理由を、根

拠資料等を示して具体的に説明するなどして、速やかに

これに応じなければならない。 

 


